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令和３年小樽市議会第３回定例会 

市  長  提  案  説  明 

 

 令和３年第３回定例会の開会に当たり、ただいま上程されました各案件に係る

提案理由の説明に先立ち、一言申し述べさせていただきます。 

 

去る８月２５日を持ちまして私が市長に就任してから、３年の期間を満了いた

しました。 

この３年間を振り返りますと、私の任期の多くを新型コロナウイルス感染症へ

の対応に充ててきたことになりますが、そうした中でも、市民の皆さんとの「対

話を重視」しながら、さまざまな課題や事業に取り組み、信頼感や安心感を持っ

ていただけるよう市政運営に努めて参りました。 

公約につきましては達成できたことも、現在進行中のものもありますが、残り

１年、残された課題の解決に全力を傾けて参りたいと考えておりますので、引き

続き議員各位及び市民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。 

 

それでは、ただ今上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し

上げます。 

 

 初めに、議案第１号から議案第７号までの令和３年度各会計補正予算について

説明申し上げます。 

 

 まず、議案第１号 一般会計補正予算の主なものにつきましては、新型コロナ

ウイルス感染症によるクラスター発生や変異株等の増加に備え、保健所で行う濃

厚接触者の検査に使用する検査試薬等を追加購入する「新型コロナウイルス検査

事業費」や、入院患者の医療費を公費負担とする「新型コロナウイルス感染症対

策事業費」などの事業費を増額いたしました。 



 - 2 - 

また、不安や悩みを抱える女性の相談支援体制を強化するため、土曜日の相談

窓口開設や、生理用品の配布をきっかけに相談・支援につなげる施策を実施する

「地域女性つながりサポート事業費」、本市単独による日本遺産の認定を目指し

ている「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」が候補地域に認定されたこと

から、日本遺産の本認定に向け、日本遺産推進協議会が新たに取り組む事業に対

して補助する「日本遺産推進協議会補助金」のほか、令和４年度からの忍路地区

の小・中学校併置に向け、忍路中央小学校の校舎に中学校の機能を持たせるため

の改修や、備品等の移転・整備を行う「学校併置事業費」を計上いたしました。 

そのほか、令和２年度に超過交付となった国庫支出金等の返還金を計上すると

ともに、令和２年度一般会計の決算剰余金の２分の１を財政調整基金へ積み立て

ることとし、所要の補正を計上いたしました。 

これらに対する財源といたしましては、普通交付税について本年度の交付額が

決定したことから所要の補正を計上した上で、地方特例交付金、国・道支出金、

寄附金、繰入金、繰越金、諸収入及び市債を計上いたしました。 

以上の結果、一般会計における補正額は、４億３，５２６万１，０００円の増

となり、財政規模は６２１億３，４８１万円となりました。 

 

 次に、議案第２号から議案第７号までの特別会計及び企業会計補正予算の主な

ものについて説明申し上げます。 

港湾整備事業、国民健康保険事業、住宅事業、介護保険事業及び後期高齢者医

療事業につきましては、令和２年度決算剰余金等を繰越金として計上するなど、

所要の補正を計上いたしました。 

また、後期高齢者医療事業につきましては、骨粗しょう症による二次骨折を予

防するために、受診勧奨や保健指導などを行う「保健・介護一体的実施推進事業

費」を計上いたしました。 

企業会計では、病院事業において、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業交付金等を活用し、病棟の感染防止対策のための設備改修や医療機器等の整備
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を行うため、所要の補正を計上したほか、令和４年度に予定している電子カルテ

等病院情報システムの更新に向けて債務負担行為を設定いたしました。 

 

 次に、議案第８号から議案第２０号までの令和２年度各会計決算認定などにつ

いて説明申し上げます。 

 一般会計につきましては、歳入総額７１５億５，２２８万８，９９６円に対し、

歳出総額は７１３億６，７７６万６，４００円で、歳入から歳出を差し引いた額

は１億８，４５２万２，５９６円となりました。 

この額から翌年度に繰り越した歳出予算に充当すべき財源１，８９５万１，７４６円

を差し引いた実質収支は１億６，５５７万８５０円の黒字となり、これを翌年度

に繰り越すこととし、決算を了したところであります。 

また、この実質収支から、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は２，５２４万

５，４３１円の黒字となりましたが、財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した

実質単年度収支は１億５，４５３万８，６４６円の赤字となりました。 

歳入では、固定資産税、都市計画税などが予算を上回り、歳出では、生活保護

費、他会計への繰出金、職員給与費などにおいて不用額が生じたことから、実質

収支、単年度収支は黒字となりましたが、実質単年度収支は５年連続の赤字となっ

たところであり、依然として厳しい財政状況にあります。 

なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、健全化判断比率等

につきましては、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、令和元年度に引き続き比

率自体が計上されないこととなりました。また、実質公債費比率は６．８パーセ

ント、将来負担比率は３４．５パーセントとなり、いずれも早期健全化基準を下

回るとともに、前年度と比較して、実質公債費比率は０．７ポイント、将来負担

比率は２．３ポイント改善いたしました。 

一方、公営企業会計の資金不足比率につきましては、病院事業の資金不足が解

消されたことから、対象となる全ての特別会計及び企業会計において、比率自体

が計上されないこととなりました。 
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次に、令和２年度に実施した主な施策について、第７次小樽市総合計画の「ま

ちづくり ６つのテーマ」に沿って説明申し上げます。 

まず、「安心して子どもを生み育てることのできるまち」の分野では、妊娠・

出産・子育てに関する相談に応じるため、子育て世代包括支援センター「にこに

こ」を保健所内に開設したほか、全ての未就学児の医療費を実質無料化するなど

の支援策を実施いたしました。 

また、全小中学校に高速大容量の通信ネットワーク環境を構築し、新たに児童

生徒に一人１台、端末を整備したほか、潮見台中学校の耐震補強や長橋小学校の

屋内運動場の大規模改造を実施するなど、児童生徒の学習環境の改善を図りまし

た。 

２点目の「誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち」の分野では、３０歳から

５０歳代までの男性を中心とする風しんの増加に対応し、公的な予防接種を受け

る機会がなかった世代の男性を対象に、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受

けられるクーポン券を配布したほか、令和２年１０月からロタウイルスワクチン

が定期接種化されたことに伴い、生後６週から３２週までの乳幼児を対象に予防

接種を実施いたしました。 

３点目の「強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち」の分野では、観光

客の動態及び観光消費状況を基に、観光が地域に及ぼす経済効果の分析調査を実

施するとともに、地域ＤＭＯの登録に向けて、その受皿となる小樽観光協会にマー

ケティング担当の専門人材の派遣に要する経費の一部を補助いたしました。 

そのほか、現在進めております第３号ふ頭及び周辺再開発事業につきましては、

上屋の解体跡地に、クルーズ船客の円滑な移動を確保するバスやタクシー等の駐

車場を整備するため、実施設計業務等を実施いたしました。 

４点目の「生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち」の分野では、空き家

の流通促進等に活用するため、市内全域の空き家の実態調査を実施したほか、小

樽駅前広場の再整備を進めるための基本計画案、北海道新幹線新小樽（仮称）駅
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の開業効果を活用したまちづくりを進めるためのアクションプランを策定すると

ともに、災害発生時の非常時優先業務等を定める業務継続計画の策定作業を進め

ました。 

また、外国人や聴覚・言語機能障害者の方からの１１９番通報に対応するため、

電話通訳センターを介した三者間同時通訳システムや、スマートフォン等の画面

操作で円滑に通報を行えるＮＥＴ
ネ ッ ト

１１９
いちいちきゅう

緊急通報システムを導入したほか、救急

現場においても円滑なコミュニケーションを図るため、多言語音声翻訳や話した

言葉が日本語文字として表記されるタブレット型端末を全ての救急車に導入いた

しました。 

５点目の「まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち」の分野では、北海

道新幹線新小樽（仮称）駅の整備に伴い、旧ごみ焼却場の解体に係る実施計画を

策定したほか、旧寿原邸の利活用のため、法人等との協働により施設の修復を行

いました。また、総合体育館なども含めた小樽公園利用者の当面の駐車場を確保

するため、旧緑小学校の解体に着手いたしました。 

６点目の「生きがいにあふれ、人と文化を育むまち」の分野では、図書館の屋

上防水改修やエレベーターの更新、館内照明のＬＥＤ化などの整備を実施したほ

か、祝津ヨットハウスのオーバースライディングドアの改修を実施いたしました。 

 そのほかの主な施策といたしましては、市のホームページの利便性を高めるた

めの全面リニューアルのほか、葬斎場の大規模改修を実施いたしました。 

また、令和２年４月に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」を受けて国の補正予算で措置された「特別定額給付金給付事業費」、「子育

て世帯への臨時特別給付金給付事業費」、「ひとり親世帯臨時特別給付金給付事

業費」のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感

染拡大防止策と医療体制の整備、雇用の維持と事業の継続を図る経済対策、子育

て世帯の暮らしを支える生活支援、教育環境の整備などの取組を進めました。 

 

次に、予算と決算の対比について、その主なものを説明申し上げます。 
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一般会計の歳入につきましては、市税で約８，８５４万円の増収となりました

が、使用料及び手数料で約８，６２７万円、国庫支出金で約１５億５２７万円、

繰入金で約７億４，１８６万円、市債で７億１，８８９万円の減収となったこと

から、歳入総額では約３０億７，９７７万円の減収となりましたが、このうち約

１３億８，４５７万円については、繰越事業の財源として、令和３年度に歳入が

見込まれるものであります。 

歳出につきましては、繰越事業分を除き、約１８億６，０７７万円の不用額を

生じましたが、この主なものといたしましては、民生費で、生活保護費の扶助費

の減などにより約８億１，８７６万円、教育費で、校舎等耐震補強等事業費の減

などにより約２億５，７０３万円、土木費で、除雪費や道路改良工事費の減など

により約２億２，３０８万円の減となりました。 

 

次に、特別会計のうち主な会計について説明申し上げますと、まず、国民健康

保険事業につきましては、歳入総額１３５億３，２１９万５，５３１円に対し、

歳出総額１３４億８０７万３，０４６円となり、差引き１億２，４１２万２，４８５円

の剰余金を生じました。なお、国庫支出金及び道支出金が超過交付となった

５，５８０万８，０００円については、令和３年度に精算するものであります。 

住宅事業につきましては、歳入総額８億３８１万８，３２１円、歳出総額７億

５，７２６万５８５円となり、差引き４，６５５万７，７３６円の剰余金を生じ

ました。 

主な事業といたしましては、市営住宅改善事業として、祝津住宅１１号棟・１２号棟・

１３号棟及び張碓住宅の外壁等改修工事や潮見台Ａ住宅の衛生設備改修工事を実

施いたしました。 

介護保険事業につきましては、歳入総額１５０億４，１３５万９，１５３円に

対し、歳出総額１４７億１，９０７万７，２４６円となり、差引き３億２，２２８万

１，９０７円の剰余金を生じました。なお、国・道支出金及び支払基金交付金の

うち、超過交付となった８，３７８万９，５０２円については、令和３年度に精
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算するものであります。 

後期高齢者医療事業につきましては、歳入総額２２億７，２７４万８，３１１円

に対し、歳出総額２２億１，３２４万２，５８９円となり、差引き５，９５０万

５，７２２円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和２年度の出納整理期間

中に収納した保険料であり、令和３年度に北海道後期高齢者医療広域連合へ納付

するものであります。 

 

次に、企業会計について説明申し上げます。 

病院事業につきましては、予算額に対し、収益的収支におきましては、収入は

入院収益、外来収益などの医業収益や、国庫補助金、道補助金などの医業外収益

の増により１１億６，９１５万２，７４０円の増収となり、支出では給与費など

の減による医業費用の減などで１億８，３３０万７，６４０円の不用額を生じま

した。 

資本的収支におきましては、収入は企業債の減などにより１３億５，７７０万１円の

減収となり、支出では建設改良費の減などにより、不用額は１，４９５万４，５９５円

となりました。 

また、運転資金に充てるため、特別減収対策企業債を８億円借り入れました。 

なお、当年度純損失３億８，６５２万５，８２０円につきましては、当年度未

処理欠損金として処理する予定であります。 

水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支におきましては、収入は

給水収益の増などにより１，１００万４２３円の増収となり、支出では営業費用

などで２億３，３０８万９，４７９円の不用額を生じました。 

 資本的収支におきましては、収入は企業債借入れの減などにより７，６５１万

９，０００円の減収となり、支出では建設改良費などで８，７４２万１，００４円

の不用額を生じました。 

 なお、当年度未処分利益剰余金６億７，７３８万７，３０９円のうち、４億３，２１３万

８，６３６円につきましては、自己資本金として処分し、２億４，５２４万８，６７３円
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につきましては、減債積立金として処分する予定であります。 

 下水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支におきましては、収入

は下水道使用料の増などにより３，９４９万９，４２３円の増収となり、支出で

は営業費用などで２億１，１６１万５，３７６円の不用額を生じました。 

 資本的収支におきましては、建設改良費の一部を翌年度へ繰り越したことなど

から、収入は企業債、交付金の減などにより５億３，７９２万３，０５２円の減

収となり、支出では建設改良費などで１億８，７３２万１，２０３円の不用額を

生じました。 

 なお、当年度未処分利益剰余金５億３，６８６万１，９８５円のうち、４億２，７４５万

７，５１５円につきましては、自己資本金として処分し、１億９４０万４，４７０円

につきましては、減債積立金として処分する予定であります。 

 産業廃棄物等処分事業につきましては、予算額に対し、収益的収支におきまし

ては、収入は産業廃棄物等処分手数料の増などにより５６１万７，８１６円の増

収となり、支出では維持管理費などで９１３万３，２４６円の不用額を生じまし

た。 

 資本的収支におきましては、収入では一般会計長期貸付金５，０００万円の償

還金があり、支出では建設改良費で５５万円の不用額を生じました。 

 なお、当年度未処分利益剰余金１，７６５万８，０６２円につきましては、全

額を利益積立金として処分する予定であります。 

 簡易水道事業につきましては、予算額に対し、収益的収支におきましては、収

入は他会計補助金の減などにより５９６万３，５２３円の減収となり、支出では

営業費用などで５６２万９，９６２円の不用額を生じました。 

 資本的収支におきましては、収入は企業債借入れの減などにより５，８２１万

１，３２９円の減収となり、支出では建設改良費などで５，６６３万５，２９８円

の不用額を生じました。 

 なお、当年度純損失１，９１０万９，９７４円につきましては、当年度未処理

欠損金として処理する予定であります。 
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続きまして、議案第２１号から議案第２６号までについて説明申し上げます。 

 

議案第２１号 個人情報保護条例及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第２２号 財産条例の一部を改正する条例案につきましては、普通財産の

交換差額の限度額を定めるものであります。 

議案第２３号 資金基金条例の一部を改正する条例案につきましては、看護師

養成施設の新設に係る支援のための寄附を受けたことに伴い、看護師養成施設の

支援の資金とする目的で、新たに看護師養成施設支援資金基金を設置するもので

あります。 

議案第２４号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案につきましては、基準内閣府令の一部改

正に伴い、改正後の基準内閣府令のとおり適用することにより、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業者による諸記録の作成等について、電磁的記録によ

り行うことができることとするものであります。 

議案第２５号 市立学校設置条例の一部を改正する条例案につきましては、忍

路中学校を忍路中央小学校に併置するものであります。 

議案第２６号 過疎地域持続的発展市町村計画につきましては、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により定めるものであり

ます。 

 

最後に、専決処分報告についてでありますが、報告第１号につきましては、ま

ん延防止等重点措置の措置区域指定に伴い、北海道が市内飲食店等に対して営業

時間の短縮等の要請を行ったことから、この要請に応じていただいた事業者へ協
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力支援金を給付する「感染防止対策協力支援金給付事業費」に係る予算を措置す

るため、一般会計の補正予算について、令和３年８月２３日に専決処分したもの

であります。 

 

以上、概括的に説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決、御認定、御

承認賜りますようお願い申し上げます。 


